
１　認定申請手数料

 (1)適合証等の提出がある場合

　①一戸建ての住宅

　②共同住宅等（建築物全体）

　※建築物全体の申請で共用部分を計算しない場合は、共用部分の床面積を除いた床面積の合計

　③　非住宅建築物（建築物全体）

　④　複合建築物（建築物全体、住宅全体、非住宅全体）：　②＋③

性能向上計画認定（容積率特例）申請手数料（令和8年４月１日）

（建築物省エネ法第29条、第30条、第31条関係）

床面積の合計 金額（円）

　200㎡未満のもの 5,300 

　200㎡以上のもの 5,300 

床面積の合計 金額（円）

　300㎡未満のもの 10,800 

　300㎡以上2,000㎡未満のもの 23,200 

　2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 52,000 

　5,000㎡以上のもの 93,400 

床面積の合計 金額（円）

　300㎡未満のもの 10,800 

　300㎡以上1,000㎡未満のもの 19,000 

　1,000㎡以上2,000㎡未満のもの 31,100 

　2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 93,400 

　5,000㎡以上10,000㎡未満のもの 147,000 

　10,000㎡以上25,000㎡未満のもの 185,000 

　25,000㎡以上のもの 233,000 



 (2)適合証等の提出がない場合

　①一戸建ての住宅

②共同住宅等（建築物全体）

※建築物全体の申請で共用部分を計算しない場合は、共用部分の床面積を除いた床面積の合計

③　非住宅建築物（建築物全体）

④　複合建築物（建築物全体、住宅全体、非住宅全体）：　②＋③

２　変更認定申請手数料

 (1)適合証等の提出がある場合

金額（円）

仕様基準（※２） 仕様・計算併用法（※３） 性能基準等

　200㎡未満のもの 19,400 27,700 38,300 

　200㎡以上のもの 20,900 30,600 42,800 

金額（円）

仕様基準 仕様・計算併用法 性能基準等

　300㎡未満のもの 36,700 55,400 77,300 

　300㎡以上2,000㎡未満のもの 63,800 93,400 128,000 

　2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 115,000 162,000 219,000 

　5,000㎡以上のもの 174,000 238,000 314,000 

金額（円）

モデル建物法 標準入力法等

　300㎡未満のもの 101,000 264,000 

　300㎡以上1,000㎡未満のもの 128,000 331,000 

　1,000㎡以上2,000㎡未満のもの 169,000 427,000 

　2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 274,000 610,000 

　5,000㎡以上10,000㎡未満のもの 358,000 752,000 

　10,000㎡以上25,000㎡未満のもの 431,000 889,000 

　25,000㎡以上のもの 505,000 1,010,000 

　１（１）①～④に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の２分の１に相当する額

　　　　（その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

 (2)適合証等の提出がない場合

　１（２）①～④に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の２分の１に相当する額

　　　　（その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）

３　適合証等

　・適合証：登録建築物エネルギー消費性能判定機関若しくは登録住宅性能評価機関が交付する適合証

　　　　　（建築物省エネ法第30条第１項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類） 

　・登録住宅性能評価機関が交付する設計住宅性能評価書の写し 

　　（当該申請に係る計画が日本住宅性能表示基準（平成13年国土交通省告示第1346号）別表１の５の５－１断熱等性能等級に係る

　　　評価が等級５，６又は７（一戸建ての住宅以外の住宅については５）であり、かつ、同表の５の５－２一次エネルギー消費量等級

　　　に係る評価が等級６であることを証するものに限ります。）
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